
  山口県からのお知らせ 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

山口県土木建築部住宅課 

 

山口県登録の宅地建物取引士の皆様へ 

 

 宅地建物取引士証の更新には、有効期間満了前 6ヶ月の間に宅地建物取引業法第 22条の

2 に規定する講習として山口県知事が指定した講習（以下「法定講習」）を受講する必要が

あります。 

 山口県では知事の指定する法定講習は平成 28年度から下記の二団体となっています。 

 ついては、二つの講習の受講案内が送付される場合があります。案内がどちらの講習なの

かご確認の上、お申込みください。 

 なお、二つの講習の案内があっても、どちらか一つの講習を受講すれば更新できます（二

つとも受講する必要はありません。）ので、申し添えます。 

 

記 

１ 山口県知事の指定する法定講習 

(1)  （公社）山口県宅地建物取引業協会が実施する講習 

(2)  （公社）全日本不動産協会山口県本部が実施する講習 

 

２ 更新の案内についての注意事項 

(1) 皆様への更新の案内は、法定講習実施団体が、受講を促すため任意で送付しているも

のです。宅地建物取引士証の有効期限につきましては、ご自身での管理が原則ですの

で、ご注意くださいますようお願いします。 

(2) 異なる講習実施団体間の講習の振り替えはできませんので、日程・場所・申込方法等

内容をよく確認の上で、ご都合の良い講習にお申込みください（両方に同時に申し込

むことはできません。）。 

(3) 宅地建物取引士の登録事項に変更があったにも関わらず、変更手続きをしていない場

合は、宅地建物取引士証の交付が遅れる可能性がありますので、速やかに変更手続き

を行ってください。（手続き方法は山口県ホームページをご確認ください。） 

  

３ 各団体のホームページアドレス 

（公社）山口県宅地建物取引業協会  https://www.ymg-takken.or.jp/kyoukai/ 

（公社）全日本不動産協会山口県本部 http://www.yamaguchi.zennichi.or.jp/ 

 

４ お問い合わせ先 

（公社）山口県宅地建物取引業協会  083-973-7111 

（公社）全日本不動産協会山口県本部 083-974-2103 

以上 


